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　人は様々な形で野生
の植物を利用している。
直接・間接的に人々が
摂取するという目的だけ
でも、食品、油、飲料、
香辛料、飼料、薬、毒、
アロマなど、様々な用
途で使われている（堀

田、1989）。中でも薬用として利用される植物の
種は数多く、長い間、世界の多くの国々において、
薬草に関する薬局方や医薬システムの中で受けつ
がれ、人々の健康を守り続けてきた。現在も薬草
による治療を中心とした伝統医療に基礎的な健康
維持を依存している国 も々多い。伝統医療に用い
られる薬用植物は、国内で利用・取引されるだけ
でなく、国際取引市場にも供給される。例えば、
中国は2005年の1年で140億米ドル（1兆4,000
億円）の製品を販売しており（WHO、2010）世
界最大規模の薬用植物生産国であるが、その中
国からの国際市場への輸出は40億ドル（4,000億
円）、そしてこの輸出は年間10％で成長を続けて
い る（TRAFFIC East Asia China Program、
2007）。
　日本も例外ではなく、薬用・アロマティックを目的
としたさまざまな植物利用の長い歴史を持っている。
2007年に日本は3万tの薬用・アロマティック植物
に由来する製品を輸入している。この年間の輸入
金額は11億米ドル（1,330億円）に相当し、米国、
香港、ドイツに次ぐ世界第4位である（表１）。こ

れらの輸入された植物の一部は、日本の伝統医
薬に使われる。古くから隣国中国と関係の深い日
本には漢方という医薬の分野がある。これは中国
の伝統薬が日本で独自の変化を遂げ、日本独特
のものとして確立したものである。複数の有効成分
を持つ「生薬」を、特別な配合により組み合わせ
て漢方薬がつくられる。2008年の漢方薬（漢方
製剤）の生産額（1,260億円）は、医薬品全体
の生産金額（6.6兆円）の1.8％にあたる（厚生
労働省、2008）。日本では、漢方とそれ以外の医
療はわけられておらず、日本の医師は化学医薬品
と同様に漢方薬を処方することができる。医師によ
り処方される医療用医薬品のほかにも、薬局など
で購入できる一般用医薬品や配置用家庭薬として、
漢方薬は人々の生活に根付いている。

　日本の薬局方は、生薬について規定した章の
中に、植物や動物、鉱物から得られる生薬として、
158種類とその55の粉末を記載している（厚生労
働省、2007）。その大部分が植物由来である。

　近年になって日本国内の漢方製剤の生産は
徐々に増加しており、2005年から2007年の間には、
毎年4～ 5％の割合で生産金額が増えている（日
本漢方生薬製剤協会、2009）。1997年から2002
年までの、日本人が特に多く利用している生薬を
みると、生姜（ショウガZingiber officinale）や薏（よく）
苡仁（ハトムギCoix lacryma-jobi var. ma-yuen）、
唐辛子（トウガラシCaspicum annuum）、鬱金（ウコン

Curcuma longa）、甘草（スペインカンゾウGlycyrrhiza 
glabra または ウラルカンゾウG. uralensis）など、いず
れも植物由来である（表２）。

　医薬品としての供給以外にも、薬効のある植物
は、医薬部外品、化粧品など、日本の薬事法で
定められる、人の体に効力を及ぼすとされる製品
にも用いられている。多くのこれらの植物はまた、
保健機能食品、あるいは一般的な食品としても利
用されていると考えられる。

　国際取引に供される薬用・アロマティック植物は
世界で約3,000種あるとされる。日本は国内で消
費する薬用植物の多くを海外、特に中国から輸入
している。日本漢方生薬製剤協会所属の74社の

生薬の入手先の内訳をみると、国産（全体の12％）
に対し輸入が多く、特に中国は全入手先の83％を
担っている（日本漢方生薬製剤協会、2010）。
150種の繁用生薬について種別に見ると、2002
年の各種の供給のうち輸入がしめる割合は平均
85.5％であり、国内での生産による供給は平均
14.5％であった（日本漢方生薬製剤協会、2003）。
150種の中で国内生産が半分以上を占めるものは熊
笹（Sasa veitchii）、山椒（サンショウZanthoxylum 
piperitum）、莪朮（ガジュツCurcuma zedoaria）な
ど20種のみで、100％を輸入している種は半分以上
の80種にのぼった（日本漢方生薬製剤協会、2003）。
　生薬として用いられる薬用植物は、現在も野生
から採集されたものが広く利用される。日本漢方生

薬製剤協会によると、重量ベースで日本の生薬使
用量の90％に当たる50種の生薬について、50種
の総供給重量17,000 tの約3割にあたる4,800 t
は野生から供給されていると推察している（表３）
（浅間、日本漢方生薬製剤協会In litt, トラフィッ
クイーストアジアジャパン、2010年8月）。海外から
の供給に頼り、野生からの恩恵を受ける日本の薬
用植物利用は、海外の生産地域における野生植
物の生育状況や人々の生活・採集の状況に影響
を受けている。また反対に、日本の薬用・アロマ
ティック植物の消費が、生産地域の野生植物の
生育や人々の生活に影響を及ぼすという相互の
関係にあることも忘れてはならない。
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HS コード 1211: 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分（種及び果実を含み、生鮮のもの及び乾燥したものに限るもとし、切り、
砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。）
出典: UN Comtrade

注：統計データ取得方法の変更により、2003年以降の同データは収集されていない。
出典：日本漢方生薬製剤協会、2002、日本漢方生薬製剤協会、2003
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療はわけられておらず、日本の医師は化学医薬品
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glabra または ウラルカンゾウG. uralensis）など、いず
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年の各種の供給のうち輸入がしめる割合は平均
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から採集されたものが広く利用される。日本漢方生

薬製剤協会によると、重量ベースで日本の生薬使
用量の90％に当たる50種の生薬について、50種
の総供給重量17,000 tの約3割にあたる4,800 t
は野生から供給されていると推察している（表３）
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Source; 浅間、日本漢方生薬製剤協会, in litt. to トラフィック イーストアジア ジャパン （2010年8月）

3 生薬（薬用植物）の供給元（野生／栽培）の比率の推察表

すべて野生から

品目

推定された重量 (t)
野生
2,800

野生
4,800

野生
2,000

栽培
1,800

栽培
12,200

栽培
10,400

野生と栽培の両方から すべて栽培から

芍薬 ( シャクヤク Paeonia 
lactiflora)、

桂皮 (Cinnamomum cassia)、

茯苓 ( マツホド Poria cocos) 

半夏（カラスビシャク Pinellia ternata）、

麻黄（シナマオウ Ephedra sinica、
インテルメディアマオウ E. intermedia、 
エクゥイセチナマオウ E. equisetina）、

蒼朮（ホソバオケラ Atractylodes lancea、
A. chinensis）

甘草（スペインカンゾウ
Glycyrrhiza glabra 
または ウラルカンゾウ G. 
uralensis）、

葛根（クズ Pueraria lobata）、

猪岺（チョレイマイタケ
Poluporus umbellata）

など 30 品目など 11 品目など 9 品目
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唐辛子（トウガラシCaspicum annuum）、鬱金（ウコン

Curcuma longa）、甘草（スペインカンゾウGlycyrrhiza 
glabra または ウラルカンゾウG. uralensis）など、いず
れも植物由来である（表２）。

　医薬品としての供給以外にも、薬効のある植物
は、医薬部外品、化粧品など、日本の薬事法で
定められる、人の体に効力を及ぼすとされる製品
にも用いられている。多くのこれらの植物はまた、
保健機能食品、あるいは一般的な食品としても利
用されていると考えられる。

　国際取引に供される薬用・アロマティック植物は
世界で約3,000種あるとされる。日本は国内で消
費する薬用植物の多くを海外、特に中国から輸入
している。日本漢方生薬製剤協会所属の74社の

生薬の入手先の内訳をみると、国産（全体の12％）
に対し輸入が多く、特に中国は全入手先の83％を
担っている（日本漢方生薬製剤協会、2010）。
150種の繁用生薬について種別に見ると、2002
年の各種の供給のうち輸入がしめる割合は平均
85.5％であり、国内での生産による供給は平均
14.5％であった（日本漢方生薬製剤協会、2003）。
150種の中で国内生産が半分以上を占めるものは熊
笹（Sasa veitchii）、山椒（サンショウZanthoxylum 
piperitum）、莪朮（ガジュツCurcuma zedoaria）な
ど20種のみで、100％を輸入している種は半分以上
の80種にのぼった（日本漢方生薬製剤協会、2003）。
　生薬として用いられる薬用植物は、現在も野生
から採集されたものが広く利用される。日本漢方生

薬製剤協会によると、重量ベースで日本の生薬使
用量の90％に当たる50種の生薬について、50種
の総供給重量17,000 tの約3割にあたる4,800 t
は野生から供給されていると推察している（表３）
（浅間、日本漢方生薬製剤協会In litt, トラフィッ
クイーストアジアジャパン、2010年8月）。海外から
の供給に頼り、野生からの恩恵を受ける日本の薬
用植物利用は、海外の生産地域における野生植
物の生育状況や人々の生活・採集の状況に影響
を受けている。また反対に、日本の薬用・アロマ
ティック植物の消費が、生産地域の野生植物の
生育や人々の生活に影響を及ぼすという相互の
関係にあることも忘れてはならない。

参考文献
厚生労働省. （2007）. 第15改正日本薬局方. 180pp. http://jpdb.nihs.go.jp/jp15/.
厚生労働省. （2008）. 平成20年 薬事工業生産動態統計年報. http://www.mhlw.go.jp/topics/yakuji/2008/nenpo/index.html.
日本漢方生薬製剤協会. （2002; 2003; 2009）. 漢方製剤等の生産動態.  http://www.nikkankyo.org/publication/movement.html. （2010年7月26日閲覧）
日本漢方生薬製剤協会. （2010）. 生薬・薬用植物の生産・流通の現状（浅間発表） In: 2010年7月13日開催 薬用植物フォーラム2010講演要旨集. Pp. 9-12
堀田満、緒方健、新田あや、星川清親、柳宗民、山崎耕宇（編集）.（1989）. 世界有用植物事典. 平凡社、東京、pp. iii-xii
TRAFFIC East Asia China Programme. （2008）. The State of Wildlife Trade in China: Information on the trade in wild animals and plants in China 2007.
The United Nations Statistics Division. （2008）. UN Comtrade Database. http://comtrade.un.org/db/
WHO. （2010）. Fact Sheet No.134: Traditional Medicine. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs134/en/. （2010年6月28日閲覧）



C O L U M N

薬

27コラム：世界の植物保全への取組みとフェアワイルド基準／長江上流域の薬用植物生産地域

©Sladjana Bundalo

　人は様々な形で野生
の植物を利用している。
直接・間接的に人々が
摂取するという目的だけ
でも、食品、油、飲料、
香辛料、飼料、薬、毒、
アロマなど、様々な用
途で使われている（堀

田、1989）。中でも薬用として利用される植物の
種は数多く、長い間、世界の多くの国々において、
薬草に関する薬局方や医薬システムの中で受けつ
がれ、人々の健康を守り続けてきた。現在も薬草
による治療を中心とした伝統医療に基礎的な健康
維持を依存している国 も々多い。伝統医療に用い
られる薬用植物は、国内で利用・取引されるだけ
でなく、国際取引市場にも供給される。例えば、
中国は2005年の1年で140億米ドル（1兆4,000
億円）の製品を販売しており（WHO、2010）世
界最大規模の薬用植物生産国であるが、その中
国からの国際市場への輸出は40億ドル（4,000億
円）、そしてこの輸出は年間10％で成長を続けて
い る（TRAFFIC East Asia China Program、
2007）。
　日本も例外ではなく、薬用・アロマティックを目的
としたさまざまな植物利用の長い歴史を持っている。
2007年に日本は3万tの薬用・アロマティック植物
に由来する製品を輸入している。この年間の輸入
金額は11億米ドル（1,330億円）に相当し、米国、
香港、ドイツに次ぐ世界第4位である（表１）。こ

れらの輸入された植物の一部は、日本の伝統医
薬に使われる。古くから隣国中国と関係の深い日
本には漢方という医薬の分野がある。これは中国
の伝統薬が日本で独自の変化を遂げ、日本独特
のものとして確立したものである。複数の有効成分
を持つ「生薬」を、特別な配合により組み合わせ
て漢方薬がつくられる。2008年の漢方薬（漢方
製剤）の生産額（1,260億円）は、医薬品全体
の生産金額（6.6兆円）の1.8％にあたる（厚生
労働省、2008）。日本では、漢方とそれ以外の医
療はわけられておらず、日本の医師は化学医薬品
と同様に漢方薬を処方することができる。医師によ
り処方される医療用医薬品のほかにも、薬局など
で購入できる一般用医薬品や配置用家庭薬として、
漢方薬は人々の生活に根付いている。

　日本の薬局方は、生薬について規定した章の
中に、植物や動物、鉱物から得られる生薬として、
158種類とその55の粉末を記載している（厚生労
働省、2007）。その大部分が植物由来である。

　近年になって日本国内の漢方製剤の生産は
徐々に増加しており、2005年から2007年の間には、
毎年4～ 5％の割合で生産金額が増えている（日
本漢方生薬製剤協会、2009）。1997年から2002
年までの、日本人が特に多く利用している生薬を
みると、生姜（ショウガZingiber officinale）や薏（よく）
苡仁（ハトムギCoix lacryma-jobi var. ma-yuen）、
唐辛子（トウガラシCaspicum annuum）、鬱金（ウコン

Curcuma longa）、甘草（スペインカンゾウGlycyrrhiza 
glabra または ウラルカンゾウG. uralensis）など、いず
れも植物由来である（表２）。

　医薬品としての供給以外にも、薬効のある植物
は、医薬部外品、化粧品など、日本の薬事法で
定められる、人の体に効力を及ぼすとされる製品
にも用いられている。多くのこれらの植物はまた、
保健機能食品、あるいは一般的な食品としても利
用されていると考えられる。

　国際取引に供される薬用・アロマティック植物は
世界で約3,000種あるとされる。日本は国内で消
費する薬用植物の多くを海外、特に中国から輸入
している。日本漢方生薬製剤協会所属の74社の

生薬の入手先の内訳をみると、国産（全体の12％）
に対し輸入が多く、特に中国は全入手先の83％を
担っている（日本漢方生薬製剤協会、2010）。
150種の繁用生薬について種別に見ると、2002
年の各種の供給のうち輸入がしめる割合は平均
85.5％であり、国内での生産による供給は平均
14.5％であった（日本漢方生薬製剤協会、2003）。
150種の中で国内生産が半分以上を占めるものは熊
笹（Sasa veitchii）、山椒（サンショウZanthoxylum 
piperitum）、莪朮（ガジュツCurcuma zedoaria）な
ど20種のみで、100％を輸入している種は半分以上
の80種にのぼった（日本漢方生薬製剤協会、2003）。
　生薬として用いられる薬用植物は、現在も野生
から採集されたものが広く利用される。日本漢方生

薬製剤協会によると、重量ベースで日本の生薬使
用量の90％に当たる50種の生薬について、50種
の総供給重量17,000 tの約3割にあたる4,800 t
は野生から供給されていると推察している（表３）
（浅間、日本漢方生薬製剤協会In litt, トラフィッ
クイーストアジアジャパン、2010年8月）。海外から
の供給に頼り、野生からの恩恵を受ける日本の薬
用植物利用は、海外の生産地域における野生植
物の生育状況や人々の生活・採集の状況に影響
を受けている。また反対に、日本の薬用・アロマ
ティック植物の消費が、生産地域の野生植物の
生育や人々の生活に影響を及ぼすという相互の
関係にあることも忘れてはならない。

世界の植物保全へ
の取組みとフェアワ
イルド基準

　人々が植物からの恩恵を受ける一方で、植物に
とっての危機が訪れている。IUCN（世界自然保護
連合）が発表するレッドリスト2010では、評価の
対象となった1万2千余種の植物種のうち、70％も
の種が絶滅のおそれがあるとされ（IUCN、2010）、
世界で薬用・アロマティック植物として用いられる5
～ 7万種のうち、約21%の1万5千種は種の存
続の危 機に陥っていると指 摘されている
（Schippmannほか、2006）。

　「フェアワイルド基準（FWS）」は、トラフィック、
WWF、IUCNを含む様々なパートナー組織が共同し
て開発し、野生の植物の採集や取引が生態学的に
持続可能で、社会的に責任を果たしたフェアな形で
おこなわれることを確実にするための、具体的な理
念と基準のセットを提示している。フェアワイルド基
準は、民間企業と公共セクターの双方が生物多様
性条約（CBD）の目的である、植物資源の持続
的な利用と、それから得られる恩恵のフェアな配分を

支援するための方法を提供することによって、CBD
と結びついている（例：FairWild, 2010）。このフェ
アワイルドは、CBDが2002年に採択した世界植
物保全戦略の目標（目標3、11、12、13）の達
成に寄与するひとつの有用なアプローチとして位置
づけられる。また、生物多様性条約が掲げる、遺
伝資源の利用から生じた利益の公平な配分
（ABS）の議論の中でも、フェアワイルド基準は遺
伝資源から得られる利益の公平な配分をサポートし
ていることから、植物の取引から生じた利益のフェア
で持続的な配分を採集者に確実に届け、これにより
彼らの生計と彼らが持つ慣習の権利を保護する。

　トラフィックは、野生植物の保全への民間セクター
のより広い関与を重要視している。フェアワイルド基
準の活用の様々なシナリオの中のひとつとして、取
引に関係している産業界や事業運営者に認証の機
会を提供し、彼らの生産方法が、CBDの世界植
物保全戦略（GSPC）やABSの目的に即している
ということを広い対象に向けて証明するための道具を
提供している。
　いくつもの実証プロジェクトが世界でこの基準の

世界の植物保全への取組みとフェアワイルド基準
長江上流域の薬用植物生産地域
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採用を試し、地域生産者と市場をつなげながら、フェ
アワイルド基準の広がりを促進している。生産者と
購入者の関係性を構築することは、フェアワイルド
基準の遵守を生産者に促す最も有効な説得材料と
なる。トラフィックは主要な薬用・アロマティック植
物の消費国である日本において、日本の市場がフェ
アワイルドの方針を汲み、製品の受け皿となる消費
市場の役割を果たすことを目指し、活動している。

長江上流域の薬用植物生産地域
　持続可能な採集の実践を行うプロジェクトサイトの
ひとつが、日本にとってのもっとも重要な薬用植物
の産出国である中国にある。中国の長江上流域は、
世界でも有数の、豊かな生物多様性を保有するエ
コリージョンである。この地域は、薬用植物の生産
国である中国の中でも、主要な野生の薬用植物の
採集地のひとつとして知られている。この長江上流
域において、持続可能な採集基準に基づいた薬用
植物の生産がプロジェクトとして実施されている。プ
ロジェクトサイトのひとつである陝西省寧陝県は、南
五味子（ナンゴミシSchisandra sphenanthera）や

猪苓（チョレイマイタケPolyporus umbellatus）、天
麻（オニノヤガラGastrodia elata）、重楼（Paris 
polyphylla）などの薬用植物を産出している（図）。
これらの植物の多くは、中国国内で消費されると同
時に、日本をはじめとする最終消費国へ輸出される。
このうち、南五味子の生産について、野生植物の
採集により、地元の人々の生活を支援するプロジェ
クトが始動している。

　この地域は、土地の性質から穀物などを生産でき
ないことも多い。現地訪問の際の採集者へのインタ
ビューによると、主にキノコ栽培による家計の年間
の現金収入が数十万円程度、うち野生からの薬用
植物の採集による現金収入は全体の2割程度を構
成し、重要な位置を占めると話す者もいる。中には
100％の収入源を薬用植物に頼っている地域もある。
　これまで、薬用植物の採集方法への配慮は重要
視されていなかった。例えば植物の果実だけの収穫
のために、根から引き抜いてしまうなど、植物に対す
るダメージの大きい方法が行われる場面もあった。また、
収穫量や取引量などは小規模で不安定であった。
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左：南五味子の果実©Liu Xueyan/TRAFFIC
右：チョレイマイタケの菌核©Liu Xueyan/TRAFFIC

プロジェクト地域のひとつである寧陝の地図と、現地で野生に見られる薬用植物図
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　この地域で、薬用植物の採集者にむけ、収穫の
道具、時期、収穫量など、持続可能な採集方法と
採集量に関して詳細のトレーニングが採集のシーズ
ン前に行われた。基準に基づいた南五味子の採集
のプロジェクトは2009年に試験的に実践され、
2010年の収穫時期には本格的に開始される予定
である。
　現地の人々にとって、もっともうれしいという声が
聞かれたのは、プロジェクトに参加することにより、
定期的な購入者を確保することができるということで
ある。野生植物と寄り添う生活の中で、採集をした
植物を確実に購入してくれる取引相手の存在は、採
集者にとってとても重要である。

　フェアワイルドの推進において市場の確保は重要
であり、最終市場でフェアワイルド認証の製品への
需要が拡大することは、生産地でのフェアワイルド
基準の採用を推進する大きな動機付けとなる。
　薬用植物の大きな輸入・消費国である日本のよ
うな国において、民間セクターの中でフェアワイルド
基準の認知が高まり、市場で普及することは、薬
用植物の原産地域の植物の生育や生産に直接の
影響力を持つ。そしてそれが野生の植物の生育の
持続可能性だけでなく、生産地域の人々の暮らしに
とっても、利益をもたらすのである。
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